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令和４年村上市教育委員会９月定例会会議録 

 

○ 日 時 

令和４年９月 27日（火）午前９時 30分 開会 

 

○ 場 所 

村上市朝日支所 ２階 第１会議室 

 

○ 出席委員 

遠 藤 友 春  教育長 

横 山 吉 夫  委員（教育長職務代理者） 

大 滝   豊  委員 

板 垣 英 樹  委員 

小 川 涼 子  委員 

 

○ 欠席委員 

なし 

 

○ 出席した事務局職員 

学校教育課長          渡 辺 律 子 

生涯学習課長          平 山 祐 子 

学校教育課 管理主事      仙 田   満 

〃   指導主事      鈴 木 健 史 

〃   指導主事      倉 町 宏 治 

〃   参事        今 井 雅 仁 

〃   教育総務室長    中 山 晴 剛 

生涯学習課 社会教育推進室長   太 田 秀 哉 

〃   スポーツ推進室長  倉 松 淳 志 

〃   スポーツ推進室主幹  菅 原 和 英 

〃    文化行政推進室長   吉 井 雅 勇 

〃    教育情報センター長   加 藤   渉 

村上教育事務所長        淺 野   宏 

荒川教育事務所長        百 武 靖 之 

神林教育事務所長        田 村 富 夫 

朝日教育事務所長        本 間 憲 一 

山北教育事務所長        本 間   宏 
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○ 欠席した事務局職員 

なし 

○ 書 記 

学校教育課 教育総務室長    中 山 晴 剛 

 

○ 会議に付した議件等 

・会議録署名委員の指名について 

・８月定例会会議録の確認について 

・報第６号 一般報告事項について 

・議第 20号 村上市教職員住宅条例施行規則等の一部を改正する規則制定について 

・議第 21号 村上市教育委員会の後援及び共済に関する標準事務取扱要領等の一部を 

改正する告示制定について 

・議第 22号 村上市教育委員会公印規程等の一部を改正する訓令制定について 

・議第 23号 専決処分の承認を求めることについて 

 

 

遠藤教育長    午前９時 30分開会宣言 

 

遠藤教育長    ただいまより令和４年９月定例会を開会します。 

 

遠藤教育長  初めに私のほうから一言ご挨拶させていただきます。 

台風 14 号上陸に伴う先週９月 20 日の市内小中学校の臨時休業に関し

て報告させていただきます。３連休の間、九州地方等に大きな被害をも

たらしていた台風 14 号の進路や規模を気にかけていたのですが、20 日午

前に新潟県に上陸するのではないかという見通しが明らかになってきま

した。学校や保護者の都合もありますので、連休最終日の 19 日午前中ま

でに、20 日の市内全校の臨時休業を判断したいと考え、村上市災害対策

本部の情報を根拠に対応を検討しました。市では自主避難所を開設し、

台風の規模によっては避難指示も発令しなければならないと考えており

ましたので、児童生徒の安全確保を第一に考え、20 日は学校任せにせず

教育委員会の判断として、当初から運動会や体育祭の振替休日となって

いた学校を除き一斉臨時休業としました。20 日当日は、警戒していた程

の暴風雨にはならなかったものの、正しい判断だったと思っております。

教育委員の皆様にもご心配をおかけしたことと思います。 
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さて、県では、「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」

を制定し、令和４年４月１日から施行されております。この条例の中に

は、自転車保険の加入が義務化される規定も含まれ、来月、10 月 1 日か

ら義務化が施行されます。義務化にあたり、同条例第 19 条には、「学校

の長は、自転車を利用する児童等及び保護者に対し、保険等に関する情

報提供に努めなければならない」と規定されており、市教委からは６月

全小中学校に、新潟県発行の「自転車保険の加入が義務化」のチラシを

保護者に配布する等の方法で、情報提供に努めるよう通知してきました。

また、今月中に各学校における加入状況を点検・把握してもらうととも

に、特に、校長が「自転車通学の許可証」を与えている中学生の保護者

に対しては加入状況を確実に点検し、未加入の場合は許可を取り消す場

合があることも伝えてもらっているところです。 

児童生徒や保護者、学校には、改めて自転車も車両であること、安全

で適正な利用に努めなければならないこと、万が一の自転車による加害

事故に備え自転車保険に加入が義務づけられていること等の理解を、

様々な機会を通じて図っていかなければならないと考えます。 

本日は宜しくお願いいたします。 

 

 

・会議録署名委員の指名について 

 

遠藤教育長     それでは、会議録署名委員を指名させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

遠藤教育長     会議録署名委員は、大滝委員と小川委員にお願いします。 

 

 

・８月定例会会議録の確認について 

 

遠藤教育長     ８月定例会会議録について確認します。各委員には自分の発言が漏

れていないか、表現が違わないか確認していただきます。学校教育課

長、報告をお願いします。 

 

学校教育課長    会議録の概要について説明する。 
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遠藤教育長  ８月定例会会議録について何かございますか。 

（質問等なし） 

８月定例会会議録は確認されました。 

 

 

・報第６号 一般報告事項について 

 

遠藤教育長     報第６号について上程します。 

最初に私から、一般報告事項を報告させていただきます。 

８月 23日、教育委員会定例会が開催されました。29日、市校長会議

に出席しました。本日 27日、教育委員会定例会が開催されております。    

以上、報告させていただきました。 

 

 

 

学校教育課長    学校教育課の一般報告事項等について報告する。 

 

社会教育推進室長  社会教育推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

スポーツ推進室長  スポーツ推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

文化行政推進室長  文化行政推進室の一般報告事項等について報告する。 

 

教育情報センター長  教育情報センターの一般報告事項等について報告する。 

 

 

遠藤教育長     それでは学校教育課、生涯学習課の報告事項について質疑等があり

ましたらお願いします。 

 

遠藤教育長  私の方から、就学児健診時の家庭教育講座について、今年度はどの

ように行うかお聞かせください。 

 

社会教育推進室長  例年通りではありますが、今年変わった部分では、講師を若干変更

しております。今までの取組は、新潟市にあるコーチング協会が主体

だったところ、村上地区中心に村上市家庭教育支援チームと半分ずつ

の割合に移行しております。内容的には大きく変更はなく、就学児健
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診時に保護者に対し、子どもとの接し方、コミュニケーションの取り

方等の講習を主に受けていただく内容になっています。 

 

遠藤教育長  村上市家庭教育チームが講師を担うという事ですね。 

 

社会教育推進室長  そうです。その割合を徐々に広げています。 

 

遠藤教育長  ドクター富貴子さんも講師を続けていますか。 

 

社会教育推進室長  現在もお願いしています。市内十数校あり、おおよそ半分ずつの割

合にしてあります。 

 

遠藤教育長  ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  他になにかご意見はございませんか。 

（質問無し） 

 

遠藤教育長  それでは一般報告事項は了承されました。 

 

 

・議第 20号 村上市教職員住宅条例施行規則等の一部を改正する規制制定について 

 

遠藤教育長   次に、議第 20号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  押印の見直し及び廃止に関して、規則の 16件につきまして、押印の

廃止を規定するものです。 

 

遠藤教育長   質問等、ありましたらお願いします。 

 

大滝委員  押印廃止については、これで全部なのでしょうか。今後まだ予定し

ている改正等あるのでしょうか。 

 

学校教育課長  市で一斉に見直し及び廃止を行いましたので、今のところ予定はあ

りません。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 20号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 
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（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 20号は承認されました。 

 

 

・議第 21号 村上市教育委員会の後援及び共催に関する標準事務取扱要領等の一部を改正

する告示制定について 

 

遠藤教育長   次に、議第 21号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  押印の見直し及び廃止に関して、押印の廃止を規定するものです。

また、要領要綱につきまして定めるものです。全部で９件の内容です。 

 

遠藤教育長   質問等、ありましたらお願いします。 

 

横山委員   19ページの第８条のところですが、ここは職印ですか。 

 

学校教育課長   学校長が請求する事となっておりますので、職印です。 

 

横山委員  職印についてはここだけでしょうか。25 ページの主任等の承認願も

職印がありますし、そのような書類がたくさんあったように記憶して

います。 

 

学校教育課長  今回のものにつきましては、一般市民からの申請のものという判断

になり、キャンセル料につきましても、保護者の負担に伴うものに該

当しています。補助金要綱がこの中に３件入っています。補助金につ

いて、今後告示は市長部局で行う事になっておりましたが、この３件

については教育委員会で告示をしており、このたびの要綱変更につい

てはこのまま教育委員会で告示を行います。 

 

遠藤教育長  学校から提出の書類に関して職印がありますが、今後はどうなりま

すか。 

 

社会教育推進室長  原則的には、上位法令等に定めがあるこういったものについては、

押印が残るものがあります。ただし、今回市独自で行っている補助金

等に関して簡素化するために押印を廃止していこうというものであり

ます。ですので、上位法令等に様式が定められているものについて、

変更はございません。 
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横山委員  条例規則に定めている押印について、条例規則の見直しをするのか、

しないのか。その辺についてはいかがでしょうか。 

 

遠藤教育長  県が求める人事異動調書にも、職印を押すことを求められない時代

ですが、25 ページのような様式は、今後改めることは出来るのでしょ

うか。 

 

学校教育課長  見直しは可能であると思っております。他のものについても、今後

徐々に押印見直しを進めていくものと思います。 

 

遠藤教育長  教育委員会も押印したのち、学校に返却しています。印を押さない

と、お互いに見たのか見ていないのか分からない状態になってしまい

ます。これらについては検討の時間をいただきたい。 

 

横山委員  私印と職印のことについては別の問題で申し訳ないが、25 ページの

主任等の承認願の上の方に、職印、契印、押印と記載がある。契印と

割印では概念が違う。これは割印だと思うが、契印を押す場合と割印

を押す場合とハンコの形も違うので、そこも確認した方が良い。 

 

学校教育課長  割印は、複数ページの契約書類に、同じ内容である事を証明するた

めに押すのが割印と認識しておりますし、契印は複数発行しているも

のに対し、わかるように押すものと認識しておりましたが、確認いた

します。 

 

横山委員  その確認と、こういうものをいつまでも残しておくべきなのかどう

かを併せてお願いします。 

 

学校教育課長  こういったものも徐々に見直しされていきます。先ほども申しまし

たが、今回の段階は行政手続きにおける市民の方の手続きをなるべく

簡素化していくという目的のために、今回の押印見直しが進められて

いますので、行政間の文書につきましては、次の段階になるのではな

いかと考えております。 

 

横山委員  ありがとうございました。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 21号について承認されます方は挙手をお願いいたし
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ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 21号は承認されました。 

 

 

・議第 22号 村上市教育委員会公印規程等の一部を改正する訓令制定について 

 

遠藤教育長   次に、議第 22号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  押印見直しによる訓令に係るものになります。 

 

遠藤教育長   質問等、ありましたらお願いします。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 22号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 22号は承認されました。 

 

 

・議第 23号 専決処分の承認を求めることについて 

 

遠藤教育長   次に、議第 23号について上程します。説明をお願いします。 

 

学校教育課長  専決処分の承認を求めることです。小川小学校において保健主事の

養護教諭が、育児休業を終え復帰したので、保健主事として承認願い

のあったものについて承認をしたものです。 

 

遠藤教育長   質問等、ありましたらお願いします。 

 

遠藤教育長  それでは、議第 23号について承認されます方は挙手をお願いいたし

ます。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。議第 23号は承認されました。 

 

 

遠藤教育長     予定された議案について全て審議終了しましたが、その他あります

でしょうか。 
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遠藤教育長     次回定例会の予定をお願いします。 

 

学校教育課長    10月の定例会ですが、10月 25日火曜日午前９時 30分から、朝日支

所２階第１会議室にてお願いしたいと思います。 

 

遠藤教育長     各委員に確認し、全員了承する。 

 

遠藤教育長     以上をもちまして、令和４年村上市教育委員会９月定例会を終了し

ます。 

 

午前 10時 15分閉会 

 

以上、会議のてん末を承認し、署名する。 

 

教  育  長                

 

会議録署名委員                 

 

会議録署名委員                


